別記第２号様式（第６条関係）

年　月　日　

大豊町長　　　　　様

住　　所　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　

誓約書兼同意書

　　　年度大豊町空き家残置物処分費用補助金の交付申請に当たり、次のとおり誓約し同意します。


誓約事項
　１　空き家の全所有者に家財道具等処分について同意を得ており、処分を行う財産について所有権の争いはありません。
　２　補助事業完了後は、大豊町空き家バンクを通じて売却又は賃貸するまでの間、継続して２年以上空き家バンクに登録します。
　３　登録した空き家は、３親等内の親族に売却又は賃貸しません。
　４　ごみの処分を自ら行わず、第三者に委託する場合は、廃棄物の処理及び清　　　
[bookmark: _GoBack]掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第７条に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている業者に委託します。
　５　上記の誓約事項に違反又は事実と相違することがあったときは、大豊町の指示に従い、交付を受けた補助金の全部又は一部を直ちに返還します。

同意事項
　１　当該補助金の交付を受けるに当たって、必要な事項及び内容について調査することに同意します。
